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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設

65
酸又はアルカリによる

種 類 表面処理施設
(173)

能 力 石英管洗浄１本／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和５年３月16日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和５年３月31日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和５年３月31日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.55 1.1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 4 4
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 1 2

油 分（㎎／Ｌ） － －

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） － －

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） － －

大腸菌群数（個／㎤） － －

ふっ素（㎎／Ｌ） 1,540 1,540

アンモニア、アンモニウム
－ －化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 酸又はアルカリによる表面処理施設(173)から排出される汚水等は、公共下水道に排除される。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 中和処理施設ラインミキサー 同左

種 類 及 び 型 式 ラインミキサー 同左

構 造 硬質塩ビ製配管経路 同左

主 要 寸 法 φ65ｍｍ×320ｍｍ（撹拌部分） 同左

能 力 30㎥／時間 同左

処 理 の 方 法 自動ｐＨ調整 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 令和５年３月16日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和５年３月31日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和５年３月31日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 558.172 628.582 558.172 628.582 558.722 629.702 558.722 629.702
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 3～5 3～5 6～8 6～8
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 30 60 30 60
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 30 60 30 60

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1 3 1 3

 油 分（mg／Ｌ） <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
同左

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 130 230 130 230

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 2 5 2 5

大腸菌群数（個／㎤） － － － －

    ふっ素（㎎／Ｌ） 4.5 7.8 4.5 7.8

アンモニア、アンモニウム

105 185 105 185化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 汚水等の処理施設で処理された汚水等は、公共下水道に排除される。

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 フッ酸処理施設 同左

種 類 及 び 型 式 攪拌式 同左

構 造 鉄製ゴムライニング２基 同左

主 要 寸 法 φ2600ｍｍ×H3050ｍｍ＋φ3000ｍｍ×H3050ｍｍ 同左

１次処理：12㎥／４時間＋15㎥／４時間
能 力 同左２次処理：10㎥／時間

処 理 の 方 法 凝集沈殿、吸着 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 令和５年３月16日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和５年３月31日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和５年３月31日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 120.27 152.23 120.27 152.23 120.82 153.33 120.82 153.33
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 4 4 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 5 10 5 10
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 5 10 5 10

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1 3 <1 <1

 油 分（mg／Ｌ） － － － －

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 210 250 210 250 同左

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 16 20 0.1 0.6

大腸菌群数（個／㎤） － － － －

    ふっ素（㎎／Ｌ） 1,540 1,540 6.4 7.8

アンモニア、アンモニウム

210 250 210 250化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 汚水等の処理施設で処理された汚水等は、公共下水道に排除される。
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(5) 排水口に関する事項
変更なし

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和４年10月18日から同年11月８日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

66-３ ロ 66-３ ロ 66-３ ハ 66-６
66-３ ハ旅館業の用に供する洗 旅館業の用に供する洗 旅館業の用に供する入 飲食店に設置されるち

種 類 旅館業の用に供する入濯施設（ホテル洗濯機 濯施設（ホテル洗濯機 浴施設（新館（第二ロ ゅう房施設（クラブハ
浴施設（水風呂男子）

１F） ５F） ッジ （30基） ウス ちゆう房施設）））

ユニットバス：160L×

能 力 4.5kg／回 ５kg／回 0.4㎥ 500食／日28基
ユニットバス：180L×
２基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 2.5時間 １時間 11時間 ３時間 11時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 1.7 1.7 0.1 0.1 7.3 7.3 8 15 10 15
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 130 150 140 160 160 200 160 200
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 110 130 130 150 100 150 100 150

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 180 220 同左 180 220 200 250 200 250

油 分（㎎／Ｌ） 25 30 25 30 25 30 25 30

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 45 40 45 - - 5 7

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 5 7 5 7 - - 40 45

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
２ 特定施設（新館（第二ロッジ ）から排出される汚水等の水量は、各特定施設からの排水量の合計を示す。）
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区 分 変 更 前 変 更 後 廃 止

66-３ ハ 66-３ ハ 66-３ ハ
旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入

種 類 浴施設（ホテル入浴施 浴施設（ホテル入浴施 浴施設（ホテル入浴施
設 （49基） 設 （49基） 設 （３基）） ） ）

大浴槽：10.2㎥×２基 大浴槽：10.2㎥×２基

ジェットバス：1.88㎥水風呂：0.68㎥×１基 水風呂：0.37㎥×１基

能 力 ×２基露天風呂：5.62㎥×２ 露天風呂：5.62㎥×２

水風呂：0.68㎥×１基基 基
ユニットバス：270L× ユニットバス：270L×
44基 44基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並 大浴槽、水風呂、露天
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 風呂：11時間 同左 11時間
の概要 ユニットバス：19時間

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 41.3 41.3 39.4 39.4 0.7 0.7
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 140 160
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 130 150

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 180 220 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 25 30

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 45

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 5 7

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
２ 特定施設（ホテル入浴施設）から排出される汚水等の水量は、各特定施設からの排水量の合計を示す。
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(4) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ.1排水口 Ｎｏ.2排水口 Ｎｏ.3排水口 Ｎｏ.4排水口

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 新 設 新 設
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 3 3 8.4 59.2 11.2 140 3 3 0.9 3.6

ｐ Ｈ 6～8 5.8～8.6 6～8 6～8 5.8～8.6

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 0 3 17 20 5 10 <3 3 20 20
同左

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 0 3 17 20 5 10 <3 3 20 20

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 0 5 40 50 25 30 <5 5 50 50

油 分（mg／Ｌ） 0 5 6 15 2 5 <5 5 痕跡 10

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 0 3 30 35 0 3 <3 3 <3 3 30 35

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0 1 3 5 0 1 <1 1 <1 1 3 5

大腸菌群数（個／㎤） － － 200 1000 － － 同左 － － 1000 <3000

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和４年10月18日から同年11月８日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び美作市役所
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伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ふ
く
ろ
う
ヘ
ル
プ
な
ぎ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
新
野
東
五
五
九
―
一
―
二
〇
五 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
永
心 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
平
八
六
五
番
地 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
四
年
十
月
十
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
六
〇
〇
六
二
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

高
崎
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

種 

 
 

  

奉
還
１
門
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 

非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
                                                                         

   
 

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

種 

 
 

  

北
七
区
支
線
61
号 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

 
 

 

曽
根
東
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

 
 

 

錦
中
悪
水
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

錦
六
区
縦
６
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都
中
川
北
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

西
七
区
支
線
63
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
七
区
支
線
93
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

北
七
区
支
線
68
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

片
崎
沖
１
番
川
西
詰
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

迫
川
丘
３
番
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

森
崎
丘
２
番
川 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〃 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
                                                                         

   
 

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



〔
五
一
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

津
山
市
全
域 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
令

和
五
年
三
月
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



〔
五
一
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
二
〇
二
五
号 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
五
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
塩

二
〇
八
五

番
一 

道

路

の

位

置 

五
・
○
二 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

七
二
・
〇
五  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



〔
五
一
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
清
音
柿
木
字
般
若
寺
四
五
八
―
二
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
島
一
一
二
〇
―
五 

綱
島 

 

薫 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
六
六
号 

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七
号

平
成
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

本
則
の
表
二
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
備
前
市
大
内
九
四
六
番
地

「
岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社
」

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社
」

四

倉
敷
市
中
島
二
二
三
六
番
地
一
〇
〇

倉
敷
市
中
島
二
二
三
六
番
地
一
〇
〇

普
通
免
許
、
普
通
二
輪
免
許
及
び
原
付
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
年
九
月
一
日

株
式
会
社
倉
敷
自
動
車
教
習
所

倉
敷
自
動
車
教
習
所

大
型
二
輪
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
九
年
一
月
二
十
七
日

代
表
者

小

野

新
太
郎

取
消
処
分
者
講
習

平
成
十
五
年
六
月
一
日

準
中
型
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日

若
年
運
転
者
講
習

令
和
四
年
六
月
三
十
日

本
則
の
表
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地

岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地

普
通
免
許
、
普
通
二
輪
免
許
及
び
原
付
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
年
九
月
一
日

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社

備
前
自
動
車
岡
山
教
習
所

大
型
二
輪
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
九
年
一
月
二
十
七
日

代
表
者

代
表
者

村

忠

道

取
消
処
分
者
講
習

平
成
十
五
年
十
月
一
日

準
中
型
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日

若
年
運
転
者
講
習

令
和
四
年
五
月
十
七
日

本
則
の
表
八
の
項
中
「
須

賀

治
」
を
「
畠

山

貴

之
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
株
式
会
社
Ｍ
Ｅ
Ｓ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
」
を
「
株
式
会
社
Ｎ
Ｈ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

新
見
市
西
方
二
九
二
九
番
地
の
二

新
見
市
西
方
二
九
二
九
番
地
の
二

普
通
免
許
及
び
原
付
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
年
九
月
一
日

株
式
会
社
新
見
自
動
車
教
習
所

新
見
自
動
車
教
習
所

準
中
型
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日

代
表
者

吉

村

信

年

若
年
運
転
者
講
習

令
和
四
年
六
月
三
十
日

本
則
の
表
十
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
四
番
三
号

勝
田
郡
勝
央
町
平
一
二
二
七
番
地
六

普
通
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
年
九
月
二
十
日

株
式
会
社
勝
英
自
動
車
学
校

勝
英
自
動
車
学
校

大
型
二
輪
免
許
及
び
普
通
二
輪
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
九
年
一
月
二
十
七
日

代
表
者

吉

村

武

大

準
中
型
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日

若
年
運
転
者
講
習

令
和
四
年
五
月
十
七
日

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



本
則
の
表
二
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十

総
社
市
秦
五
六
九
番
地

倉
敷
市
松
島
一
一
〇
九
番
地

普
通
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
七
年
五
月
二
十
三
日

株
式
会
社
総
社
自
動
車
教
習
所

倉
敷
マ
ス
カ
ッ
ト
自
動
車
学
校

準
中
型
免
許
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日

代
表
者

吉

村

充

司

若
年
運
転
者
講
習

令
和
四
年
五
月
十
七
日

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
一

総
社
市
秦
五
六
九
番
地

倉
敷
市
松
島
一
一
〇
九
番
地

若
年
運
転
者
講
習

令
和
四
年
六
月
三
十
日

株
式
会
社
総
社
自
動
車
教
習
所

倉
敷
マ
ス
カ
ッ
ト
大
型
自
動
車
学
校

代
表
者

吉

村

充

司

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
を
認
定
し
た
。

な
お
、
平
成
十
二
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

項

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
課
程
の
区
分
及
び
名
称

認
定
を
し
た
年
月
日

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
に
使
用
す
る
施

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

設
の
名
称
及
び
所
在
地

一

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番
地
三

岡
山
市
中
区
円
山
六
四
六
番
地

１

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公

平
成
十
二
年
五
月
八

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
交
通
安
全
協
会

岡
山
自
動
車
学
校

安
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
一
号
に
掲

日
。
た
だ
し
、
４
に

。

代
表
者

富
田

満

げ
る
課
程
（
以
下
「
第
一
号
課
程
」
と
い
う

）

掲
げ
る
課
程
は
平
成

。

四
輪
初
心
運
転
者
教
育
（
Ａ
）
課
程

二
十
一
年
十
一
月
十

(1)

四
輪
初
心
運
転
者
教
育
（
Ｂ
）
課
程

三
日
、
５
に
掲
げ
る

(2)
２

規
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
課
程

以
下

第
二
号
課
程

と
い
う

課
程
は
令
和
四
年
八

（

「

」

。
）

二
輪
（
原
付
を
含
む

）
初
心
運
転
者
教
育
課
程

月
二
十
六
日

。

（

「

」

。
）

３

規
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
課
程

以
下

第
四
号
課
程

と
い
う

高
齢
者
安
全
運
転
教
育
課
程

（

「

」

。
）

４

規
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
課
程

以
下

第
六
号
課
程

と
い
う

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

（

「

」

。
）

５

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
課
程

以
下

第
七
号
課
程

と
い
う

普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
習
熟
課
程

（

「

」

。
）

６

規
則
第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
課
程

以
下

第
八
号
課
程

と
い
う

運
転
知
識
、
技
能
習
熟
教
育
課
程

二

岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地

備
前
市
大
内
九
四
六
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社

備
前
自
動
車
備
前
教
習
所

Ｓ
Ｄ
・
四
輪
ク
ラ
ス

日
。
た
だ
し
、
４
に

代
表
者

吉
村

充
司

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
平
成

Ｓ
Ｄ
・
二
輪
ク
ラ
ス

十
五
年
四
月
二
十
二

３

第
四
号
課
程

日
、
５
に
掲
げ
る
課

Ｓ
Ｄ
・
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ス

程
は
平
成
十
七
年
三

(1)

シ
ル
バ
ー
安
全
運
転
セ
ミ
ナ
ー

月
一
日

(2)
４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
七
号
課
程

二
輪
二
人
乗
り
ク
ラ
ス
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６

第
八
号
課
程

Ｓ
Ｄ
・
ハ
イ
レ
ベ
ル
Ａ
ク
ラ
ス

(1)

Ｓ
Ｄ
・
ハ
イ
レ
ベ
ル
Ｂ
ク
ラ
ス

(2)

三

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番
地
三

倉
敷
市
中
庄
一
八
二
二
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
交
通
安
全
協
会

倉
敷
自
動
車
学
校

四
輪
ペ
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

代
表
者

富
田

満

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

二
輪
（
原
付
）
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ラ
イ
ダ
ー
課
程

成
十
七
年
八
月
十
七

３

第
四
号
課
程

日

シ
ル
バ
ー
安
全
運
転
セ
ミ
ナ
ー
課
程

４

第
七
号
課
程

普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
習
熟
課
程

５

第
八
号
課
程

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程
（
一
日
コ
ー
ス
）

(1)

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程
（
半
日
コ
ー
ス
）

(2)

四

倉
敷
市
中
島
二
二
三
六
番
地
一
〇
〇

倉
敷
市
中
島
二
二
三
六
番
地
一
〇
〇

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
倉
敷
自
動
車
教
習
所

倉
敷
自
動
車
教
習
所

四
輪
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
（
Ａ
）
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

(1)

代
表
者

小
野
新
太
郎

四
輪
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
（
Ｂ
）
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

(2)
２

第
二
号
課
程

成
二
十
一
年
四
月
一

二
輪
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
（
Ａ
）
課
程

日

(1)

二
輪
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
（
Ｂ
）
課
程

(2)
３

第
四
号
課
程

シ
ニ
ア
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
教
室
課
程

４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
八
号
課
程

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ス
（
Ａ
）
課
程

(1)

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ス
（
Ｂ
）
課
程

(2)

五

岡
山
市
中
区
海
吉
一
四
二
四
番
地

岡
山
市
中
区
海
吉
一
四
二
四
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
大
和

大
和
自
動
車
教
習
所

普
通
自
動
車
初
心
運
転
者
教
育
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

代
表
者

中
里

強

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

二
輪
車
（
普
自
二
・
小
自
二
・
原
付
）
初
心
運
転
者
教
育
課
程

成
十
五
年
四
月
二
十

３

第
四
号
課
程

二
日

高
齢
運
転
者
教
育
課
程
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４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
八
号
課
程

運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程

六

岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地

岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社

備
前
自
動
車
岡
山
教
習
所

四
輪
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

日
。
た
だ
し
、
５
に

代
表
者

代
表
者

村

忠
道

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
平
成

二
輪
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ラ
イ
ダ
ー
課
程

十
五
年
四
月
二
十
二

３

第
四
号
課
程

日
、
６
に
掲
げ
る
課

高
齢
者
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

程
は
平
成
十
七
年
八

４

規
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
課
程

以
下

第
五
号
課
程

と
い
う

月
十
七
日

（

「

」

。
）

地
域
特
性
課
程

５

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

６

第
七
号
課
程

大
型
（
普
通
）
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
習
熟
課
程

７

第
八
号
課
程

企
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

七

岡
山
市
中
区
土
田
三
二
〇
番
地

岡
山
市
中
区
土
田
三
二
〇
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
岡
山
自
動
車
教
習
所

岡
山
自
動
車
教
習
所

四
輪
初
心
運
転
者
等
教
育
（
Ａ
）
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

(1)

代
表
者

飛
岡
竜
太
郎

四
輪
初
心
運
転
者
等
教
育
（
Ｂ
）
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

(2)
２

第
二
号
課
程

成
十
七
年
七
月
八
日

二
輪
・

原
付
）
初
心
運
転
者
等
教
育
課
程

（

３

第
四
号
課
程

シ
ル
バ
ー
安
全
運
転
セ
ミ
ナ
ー
課
程

４

第
七
号
課
程

自
動
二
輪
車
（
Ａ
Ｔ
車
含
む
）
の
二
人
乗
り
教
育
課
程

５

第
八
号
課
程

習
熟
運
転
教
育
課
程

八

倉
敷
市
北
浜
町
六
番
一
号

倉
敷
市
北
浜
町
六
番
一
号

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
ク
ラ
ボ
ウ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ラ
ボ
ウ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

四
輪
安
全
運
転
者
教
育
（
Ａ
）
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

(1)

ク
ー
ル

四
輪
安
全
運
転
者
教
育
（
Ｂ
）
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

(2)

代
表
者

畠
山

貴
之

２

第
二
号
課
程

成
二
十
一
年
八
月
二
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二
輪
安
全
運
転
者
教
育
課
程

十
七
日

３

第
四
号
課
程

高
齢
運
転
者
さ
わ
や
か
教
育
課
程

４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
八
号
課
程

安
全
マ
イ
ン
ド
教
育
（
Ａ
）
課
程

(1)

安
全
マ
イ
ン
ド
教
育
（
Ｂ
）
課
程

(2)

九

千
葉
県
市
原
市
八
幡
海
岸
通
一
番
地

玉
野
市
用
吉
一
六
九
七
番
地
一

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
Ｎ
Ｈ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ

玉
野
自
動
車
教
習
所

四
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程
（
二
時
間
コ
ー
ス
）

日
。
た
だ
し
、
５
に

(1)

代
表
者

竹
下

哲
哉

四
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

掲
げ
る
課
程
は
平
成

(2)

四
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程
（
六
時
間
コ
ー
ス
）

十
七
年
七
月
八
日
、

(3)
２

第
二
号
課
程

１

並
び
に
６

及

(1)

(1)

二
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

び

に
掲
げ
る
課
程

(1)

(4)

二
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程
（
六
時
間
コ
ー
ス
）

は
平
成
十
九
年
七
月

(2)
３

第
四
号
課
程

二
日
、
４
に
掲
げ
る

高
齢
運
転
者
再
教
育
課
程

課
程
は
平
成
二
十
一

４

第
六
号
課
程

年
五
月
七
日

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
七
号
課
程

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
運
転
習
熟
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

６

第
八
号
課
程

習
熟
運
転
者
育
成
課
程
（
四
輪
二
時
間
コ
ー
ス
）

(1)

習
熟
運
転
者
育
成
課
程
（
四
輪
三
時
間
コ
ー
ス
）

(2)

習
熟
運
転
者
育
成
課
程
（
四
輪
六
時
間
コ
ー
ス
）

(3)

習
熟
運
転
者
育
成
課
程
（
二
輪
二
時
間
コ
ー
ス
）

(4)

習
熟
運
転
者
育
成
課
程
（
二
輪
三
時
間
コ
ー
ス
）

(5)

十

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豆
田
一
〇
八
三
番
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豆
田
一
〇
八
三
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
旭
東
自
動
車
教
習
所

旭
東
自
動
車
教
習
所

四
輪
初
心
運
転
者
等
教
育
（
Ａ
）
課
程

日
。
た
だ
し
、
５
に

(1)

代
表
者

内
田

晴
啓

四
輪
初
心
運
転
者
等
教
育
（
Ｂ
）
課
程

掲
げ
る
課
程
は
平
成

(2)
２

第
二
号
課
程

十
七
年
三
月
一
日
、

二
輪
（
原
付
）
初
心
運
転
者
等
教
育
課
程

６

に
掲
げ
る
課
程

(2)

３

第
四
号
課
程

は
平
成
二
十
一
年
七

高
齢
運
転
者
教
育
課
程

月
十
五
日
、
４
に
掲

令和４年１０月１８日　岡山県公報　第１２４４０号



４

第
六
号
課
程

げ
る
課
程
は
同
年
八

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

月
二
十
七
日

５

第
七
号
課
程

普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
習
熟
課
程

６

第
八
号
課
程

運
転
技
能
・
知
識
向
上
再
教
育
課
程

(1)

普
通
自
動
車
の
エ
コ
＆
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
講
習
課
程

(2)

十
一

高
梁
市
正
宗
町
一
九
〇
五
番
地

高
梁
市
高
倉
町
田
井
一
四
六
七
番
地
の
五

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
Ａ
Ｌ

Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ

高
梁
自
動
車
学
校

四
輪
・
グ
リ
ー
ン
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
課
程

日

代
表
者

中
田

公
人

２

第
二
号
課
程

二
輪
（
原
付
）
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ダ
ー
教
育
課
程

３

第
四
号
課
程

シ
ル
バ
ー
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
課
程

４

第
八
号
課
程

四
輪
ベ
ス
ト
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
（
Ａ
）
課
程

(1)

二
輪
（
原
付
）
ベ
ス
ト
ラ
イ
ダ
ー
教
育
（
Ｂ
）
課
程

(2)

四
輪
ベ
ス
ト
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
（
Ｃ
）
課
程

(3)

十
二

津
山
市
沼
一
二
四
番
地

津
山
市
沼
一
二
一
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

学
校
法
人
津
山
基
督
教
学
園

沼
自
動
車
学
校

四
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

代
表
者

井
澤

保

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

二
輪
初
心
運
転
者
再
教
育
課
程

成
十
五
年
四
月
二
十

３

第
四
号
課
程

二
日

高
齢
運
転
者
再
教
育
課
程

４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
八
号
課
程

運
転
技
能
・
知
識
向
上
再
教
育
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

(1)

運
転
技
能
・
知
識
向
上
再
教
育
課
程
（
六
時
間
コ
ー
ス
）

(2)

十
三

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
四
丁
目
六
番
四
号

勝
田
郡
勝
央
町
平
一
二
二
七
番
地
の
六

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
勝
英
自
動
車
学
校

勝
英
自
動
車
学
校

四
輪
初
心
運
転
者
教
育
課
程

日
。
た
だ
し
、
５
に

代
表
者

吉
村

武
大

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

二
輪
初
心
運
転
者
教
育
課
程

成
十
五
年
四
月
二
十

３

第
四
号
課
程

二
日
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高
齢
運
転
者
教
育
課
程

４

第
五
号
課
程

地
域
特
性
教
育
課
程

５

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

６

第
八
号
課
程

習
熟
運
転
者
教
育
課
程
（
Ａ
ク
ラ
ス
）

(1)

習
熟
運
転
者
教
育
課
程
（
Ｂ
ク
ラ
ス
）

(2)

十
四

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番
地
三

笠
岡
市
十
番
町
一
番
二

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
交
通
安
全
協
会

笠
岡
自
動
車
学
校

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
四
輪
コ
ー
ス
課
程

日
。
た
だ
し
、
５
に

代
表
者

富
田

満

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
平
成

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
二
輪
（
原
付
）
コ
ー
ス
課
程

十
七
年
三
月
一
日
、

３

第
四
号
課
程

４
に
掲
げ
る
課
程
は

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
シ
ル
バ
ー
コ
ー
ス
課
程

平
成
二
十
一
年
四
月

４

第
六
号
課
程

一
日

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
七
号
課
程

自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
マ
ス
タ
ー
課
程

６

第
八
号
課
程

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
四
輪
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
課
程

(1)

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
二
輪
（
原
付
）
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
課
程

(2)

十
五

津
山
市
沼
一
二
四
番
地

津
山
市
林
田
六
二
五
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

学
校
法
人
津
山
基
督
教
学
園

津
山
自
動
車
学
校

四
輪
初
心
運
転
者
教
育
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

代
表
者

井
澤

保

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

二
輪
初
心
運
転
者
教
育
課
程

成
二
十
一
年
四
月
一

３

第
四
号
課
程

日

高
齢
運
転
者
教
育
課
程

４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
八
号
課
程

運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
Ａ
（
四
輪
）

(1)

運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
Ｂ
（
二
輪
）

(2)

十
六

岡
山
市
北
区
小
山
五
四
四
番
地

岡
山
市
北
区
小
山
五
四
四
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八
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株
式
会
社
稲
荷
自
動
車
教
習
所

稲
荷
自
動
車
教
習
所

四
輪
Ｓ
Ｄ
教
育
課
程
Ａ

日
。
た
だ
し
、
４
に

(1)

代
表
者

安
川

一
恵

四
輪
Ｓ
Ｄ
教
育
課
程
Ｂ

掲
げ
る
課
程
は
、
平

(2)
２

第
二
号
課
程

成
二
十
三
年
六
月
二

二
輪
Ｓ
Ｄ
教
育
課
程
（
原
付
を
含
む

）

日

。

３

第
四
号
課
程

高
齢
運
転
者
教
育
課
程

４

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

５

第
八
号
課
程

ベ
ス
ト
・
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
課
程

十
七

高
梁
市
正
宗
町
一
九
〇
五
番
地

真
庭
市
目
木
一
四
四
七
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
Ａ
Ｌ

Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ

真
庭
自
動
車
学
校

四
輪
ペ
ー
パ
ー
・
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
課
程
（
二
時
間
コ
ー
ス
）

日
。
た
だ
し
、
３
に

(1)

代
表
者

中
田

公
人

四
輪
ペ
ー
パ
ー
・
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

掲
げ
る
課
程
は
、
平

(2)
２

第
四
号
課
程

成
十
七
年
八
月
十
七

シ
ル
バ
ー
安
全
運
転
セ
ミ
ナ
ー

日

３

第
七
号
課
程

普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
習
熟
課
程

４

第
八
号
課
程

四
輪
運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
二
時
間
コ
ー
ス
）

(1)

四
輪
運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

(2)

四
輪
運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
四
時
間
コ
ー
ス
）

(3)

二
輪
運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
二
時
間
コ
ー
ス
）

(4)

二
輪
運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
三
時
間
コ
ー
ス
）

(5)

二
輪
運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
四
時
間
コ
ー
ス
）

(6)

十
八

新
見
市
西
方
二
九
二
九
番
地
の
二

新
見
市
西
方
二
九
二
九
番
地
の
二

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
新
見
自
動
車
教
習
所

新
見
自
動
車
教
習
所

四
輪
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

日
。
た
だ
し
、
３
に

代
表
者

吉
村

信
年

２

第
四
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

シ
ル
バ
ー
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

成
二
十
一
年
四
月
一

(1)

シ
ル
バ
ー
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ラ
イ
ダ
ー
課
程

日

(2)
３

第
六
号
課
程

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

４

第
八
号
課
程

企
業
等
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
課
程

(1)

企
業
等
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ラ
イ
ダ
ー
課
程

(2)
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十
九

総
社
市
秦
五
六
九
番
地

倉
敷
市
松
島
一
一
〇
九
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
総
社
自
動
車
教
習
所

倉
敷
マ
ス
カ
ッ
ト
自
動
車
学
校

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
ビ
ギ
ナ
ー
コ
ー
ス
）

日
。
た
だ
し
、
５
に

代
表
者

吉
村

充
司

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
平
成

二
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
ビ
ギ
ナ
ー
コ
ー
ス
）

十
七
年
八
月
十
七

３

第
四
号
課
程

日
、
４
に
掲
げ
る
課

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
シ
ニ
ア
コ
ー
ス
）

程
は
平
成
二
十
五
年

４

第
六
号
課
程

五
月
二
日

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
更
新
時
講
習
同
等
）

５

第
七
号
課
程

普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
習
熟
課
程

６

第
八
号
課
程

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
コ
ー
ス
）

(1)

二
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
コ
ー
ス
）

(2)

二
十

高
梁
市
正
宗
町
一
九
〇
五
番
地

倉
敷
市
玉
島
勇
崎
一
一
四
一
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
Ａ
Ｌ

Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ

新
倉
敷
自
動
車
学
校

四
輪
初
心
運
転
者
教
育
課
程

日
。
た
だ
し
、
４
に

代
表
者

中
田

公
人

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
、
平

二
輪
（
原
動
機
付
自
転
車
）
初
心
運
転
者
教
育
課
程

成
十
三
年
十
一
月
二

３

第
四
号
課
程

十
九
日

高
齢
運
転
者
教
育
課
程

４

第
八
号
課
程

運
転
技
能
・
知
識
向
上
教
育
課
程
（
四
輪
・
原
動
機
付
自
転
車
）

二
十
一

岡
山
市
中
区
藤
崎
六
二
二
番
四

岡
山
市
中
区
藤
崎
六
二
二
番
四

第
六
号
課
程

平
成
二
十
一
年
五
月

株
式
会
社

岡
山
も
も
た
ろ
う
自
動
車

岡
山
も
も
た
ろ
う
自
動
車
学
校

更
新
時
講
習
同
等
教
育
課
程
（
七
十
歳
未
満
）

七
日

学
校

代
表
者

吉
村

充
司
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